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　交通ルールを守ることは当たり前では？と頭の中で思っていても、つい見逃し

てしまっていることはありませんか。下記に歩行者・自転車・自動車の３つの視

点に分けた注意点をチェックシートにまとめました。全ての項目にチェックが付

くかどうか、今一度皆さんの交通安全意識を確認してみましょう。

ながら運転が原因で事故を起こしてしまうと、違反点数が６点となり、免許停止処分になります。

ながら運転は重大な事故を引き起こす危険な行為です。絶対にやめましょう。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

皆さんの交通安全意識をチェック　支

歩行者・自転車
　（歩行者）

□信号のある横断歩道をわたっている。

□道路の横断前はしっかり左右を確認している。

□夕方以降は、明るい服装で、夜行反射材やラ

イトを活用している。

（自転車）

□交差点で一時停止をして安全を確認している。

□夕暮れ以降はライトを点灯している。

□携帯電話の操作・イヤホンで音楽を聴きなが

ら運転をしていない。

自 動 車

□時間に余裕を持って運転している。

□体調に不安はない。

□交差点では巻き込み・歩行者の確認をしてか

ら右・左折をしている。

□夕暮れ・雨など視界が悪い日は早目にライト

を点灯している。

□ライトのハイビームを使い分け、歩行者の早

期発見につとめている。

□お酒を飲むような場所へは車で行かない。

悲惨な交通事故を起こさな悲惨な交通事故を起こさないい
遭わないために今できるこ遭わないために今できることと

特集

倍以上の罰則へ ！

改　正　後改　正　前

６か月以下の懲役または、１０万円以下の罰金５万円以下の罰金罰　　則

３点１点違反点数

２５，０００円７，０００円反則金（大型）

１８，０００円６，０００円（中　　型）

１５，０００円６，０００円（二　　輪）

１２，０００円５，０００円（原　　付）

知っ ていますか「ながら運転」の厳罰化につい て
　令和元年１２月１日から、自動車や原動機付き自転車を運転しながら携帯電話やスマート

フォンなどを使用した「ながら運転」の罰則が強化されました。

　携帯電話で通話しながら、携帯電話やカーナビの画面を注視しながら運転をした場合…
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　今月の特集は「交通安全」です。昨年、道内の交通事故による死者数は、前年に比べ１１人多い１５２人で、

全国ワースト３位でした。

　増毛町では昨年の３月２６日に岩老において死亡事故が発生し、約６年７ヶ月続いていた交通事故死

ゼロが、２，４１３日でストップ。昨年から令和２年２月２９日までで交通事故死ゼロ日数が３４０日となります。

　交通事故のほとんどは、交通ルールを正しく守れば防ぐことができます。悲惨な交通事故を起こさな

い・遭わないために今、私たちができることについて考えていきましょう。

増毛の交通事故多発地帯とは…

◇◆　高齢者の運転免許証自主返納を支援します ！◆◇
運転免許を自主返納した70歳以上の方に交通費５万円分を助成します。
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫

　最近、高齢ドライバーによる自動車事故が全国で相次いで報道されています。増毛町内の交通事

故のうち、約２割が高齢者による交通事故です。

　増毛町では、運転に不安のある高齢者の運転免許の自主返納を促進し、高齢者による交通事故の

減少を図るため、増毛町が運転免許証を自主返納された方に対し、公共交通機関を利用する場合の

交通費（上限５万円分の沿岸バス回数券・小鳩交通タクシー券）を助成します。

　●助成の対象者について

　　・満７０歳以上の町民の方

　　・運転免許証に記載されている有効期限内に運転免許を自主返納してから１年以内であること

　　・町税等に滞納のない方（同居者含む）及び暴力団員等でない方

　●自主返納支援事業申請の流れ

旭川方面留萌警察署　（電話４２－０１１０）　　　役場町民課・町民環境係（電話５３－１１１２）問問

②増毛町役場の町民課町民環境係（１階１

番窓口）へ出向き、助成金の申請をします。

　運転免許取消通知書・印鑑・運転免許証以

外の身分証明書をご持参ください。
閣

①最寄りの警察署に出向き、運転免許証と

印鑑を持参し、運転免許証返納の手続き

を行います。

　そこで運転免許取消通知書をもらいます。

増毛港線（道道３０１号線）▼

※単独による路外逸脱事故が多い

ためスピードに注意してください。

至留萌

増毛港

至札幌

● 増毛駅舎

N

大別苅トンネル内及び出入口付近

（国道２３１号線）▼

※スリップによる単独事故が多い

ので、路面状態をよく確認して

ください。

至留萌

N

大別苅除雪ステーション

　　　　　　　　　　●

大別苅トンネル

至札幌

増毛駐在所　大塚所長

　交通事故全体の約３割

が、駐車場内（コンビニ

エンスストア等各施設）

で発生しています。駐車

場内では、細心の注意を

払ってください。その他、

多発地帯は右記のとおり

です。
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題話のちま

　２月９日、町主催の暑寒別岳スキー場まつり２０２０が暑寒別岳ス

キー場で開催され、町民ら約４００名が来場しました。

　アトラクションの「雪中！すもう大会」では、５部門に分かれ

て白熱した取組が行われました。参加者は、雪の土俵の上で思う

ように動けず転ぶ方もおりましたが、勝敗が決まる度に会場から

は大きな歓声が上がりました。

　また、雪の中に隠されたカラーボールを探す「雪中宝探し」や

的に目がけて雪玉を投げる「雪玉ｄｅ ＧＥＴ！」などの冬にしかで

きないアトラクションを来場者は楽しんだほか、最後は恒例の

「もちまき」でお祭りは締めくくられました。

雪中すもうに大歓声！ 暑寒別岳スキー場まつり2020

▲「雪中！すもう大会」の様子

　２月７日、増毛町収穫祭が文化センターで開催され、町民ら約３００

名が増毛の食材を使って調理された料理を堪能しました。

　増毛町収穫祭は、新たなメニューの発見や開発、地消地産の動き

を発信するなどの目的で開催され、水産加工会社など町内２０団体が

参加し、甘えびクラムチャウダー、増毛産鮭の煮込みハンバーグな

ど６０品目の料理や飲み物が出品されたほか、増毛産新米が無料で提

供されました。

　来場者の方にお話を聞くと「どの料理も美味しかったです。レシ

ピなどが分かれば家でも作ってみたいです」と話してくれました。

今後も増毛町では、食を生かしたマチづくりに取り組んでいきます。

収穫祭で増毛の味覚に舌鼓 増毛町収穫祭～郷土の味覚を楽しむ会～

　１月２２日、増毛町出身でベストセラー書籍「この問題、とけ

ますか？」の著者である吉田敬一さんが母校の増毛中学校（藤

田智哉校長）に新刊本「この問題、とけますか？チャレンジ難

問篇」を１００冊寄贈されました。

　寄贈された書籍は全校生徒８２人全員に配られたほか図書室に

置かれました。書籍を受け取った生徒会長の竹澤嶺奈さんと副

会長の山田玲音さんは「クラスのみんなで本に掲載されている

問題の回答を一緒に考えたいです」と話していました。吉田さ

んは、増毛を離れても増毛に対して熱い気持ちを持ってくれて

います。

吉田敬一さんが母校の増毛中学校に著書１００冊を寄贈

　２月５日、文化センターにおいて留萌管内教育実践表彰の表彰

式が行われ、増毛町社会教育委員などを務めた南山岩男さんに留

萌教育局新井明局長から表彰状が手渡されました。

　教育実践表彰は優れた実践活動により学校教育の向上、社会教

育の推進に大きく貢献し、その実績が極めて顕著な団体や個人を

表彰しています。

　南山さんは、平成１９年７月に社会教育委員を委嘱され、令和元

年６月まで１２年間の永きにわたり社会教育の推進に大きく貢献し

たことなどが認められ表彰されました。

社会教育の推進に尽力 留萌管内教育実践表彰

▲表彰を受けた南山岩男さん（中央）

▲本を受け取った生徒会長の竹澤嶺奈さ
ん（右）と副会長の山田玲音さん（左）
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題話のちま

　２月４日、増毛小学校で新入学児童の１日体験入学と保護

者説明会が行われました。

　はじめに佐藤敏治教育長と町教育委員の方々から新入学児

童２５名にランドセルが贈呈されました。町からのランドセル

の贈呈は、保護者の負担を軽減する目的で毎年実施されてお

り、今回で２８年目を迎えます。

　ランドセル贈呈後は教室を移動し、在校生のお兄さんとお

姉さんに教わりながら工作を行い、紙のロケットを完成させ

ると、体育館で皆と仲良く飛ばし、楽しく交流していました。

　２月６日には増毛中学校で新１年生入学説明会が行われま

した。新入生２６名と保護者は、授業を見学したほか、中学校

での学習・学校行事・生活・部活動などについて担当者から

説明を受けました。また、在校生からの歓迎集会も開かれ、

新入生からの質問に在校生が優しく答えていました。最後に

は、在校生から新入生へ通学カバンが贈呈され、新入生は笑

顔で通学カバンを受け取りました。

　町では、保護者の負担を軽減する目的で通学カバンと指定

ジャージを新入生へプレゼントしています。

小・中学校の新入生へランドセルとカバンを贈呈

　２月３日、増毛町立認定こども園あっぷる「節分集

会」が開かれ、豆まきなどが行われました。

　幼児たちは手作りの鬼のお面をかぶり、「鬼のパン

ツ」を元気いっぱいに歌い、節分にちなんだクイズに

答えて知識を深めました。集会の終盤には鬼が登場。

声を上げて追いかけてくる鬼に「鬼は外！」と元気に

叫びながら、紅白の玉を投げて鬼を見事追い払いまし

た。

　最後は改心した鬼と一緒に記念撮影をし、日本の伝

統行事のひとときを楽しみました。

日本の伝統行事「節分」を体験 認定こども園あっぷる　節分集会

▲田谷教育委員からランドセルを受け取る
新入生

▲在校生から通学カバンを受け取る新入生

　２月２日、町教育委員会主催の青年・成人講座「カーリン

グ体験」が妹背牛町カーリングホールで開催され、町内在住

の２１歳～４６歳の１６名が参加しました。

　参加者のほとんどが初めて体験したカーリングでは、妹背

牛町カーリング協会の指導者からストーンを投げる基本姿勢

などを習い、４チームに分かれて試合を行いました。

氷上を歩くことに苦労する参加者もいましたが、徐々にコツ

を掴み、円の中央にストーンを止める良いショットが出た際

にはハイタッチをするなどして盛り上がりました。

カーリング体験を楽しむ 青年・成人講座　カーリング体験
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増 毛 町 多 子 世 帯 子 育 て 支 援 事 業

増毛町農業委員会委員を募集しています
農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する業務を適切に行うことのできる方対 象 者

１１人募集人数

原則、増毛町に在住されている方

増毛町が設置する執行機関の委員でない方

増毛町職員でない方

・次のいずれかに該当する方は、委員になることはできません

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方

②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの方

応募資格

農業に関係する団体からの推薦

農業者等３名以上の連名による推薦

自薦

所定の様式に必要事項を記載し、下記の申込先へ持参又は郵送願います

※申込用紙は町ホームページからダウンロードするか農業委員会事務局に備え付けてあります

応募方法

令和２年３月２日（月）から令和２年３月３０日（月）必着応募期間

○農地の権利移動や転用に係る許認可業務　○担い手への農地の集積・集約化

○耕作放棄地の発生防止・解消　　　　　　○新規就農・その他農業に関する指導相談業務等

○農地法等の法令によりその権限に属させられた事項　など

主な役割

３年間（令和２年７月２０日から令和５年７月１９日）任　　期

増毛町農業委員会事務局

〒０７７－０２９２　増毛町弁天町３丁目６１番地　増毛町役場２階

電話０１６４－５３－１１１６

問 合 先

申 込 先

◆支援金の金額等
　各学校等の入学・進学時に、５０，０００円分の増毛町商工会共通商品券を支給します。

◆申請方法
　指定の申請書を４月２３日（木）までに、教育委員会総務学校課に提出してください。

　申請書は、教育委員会窓口に設置しています。

■お問い合わせ　増毛町教育委員会　総務学校課・こども係（電話５３－２４２７）

◆対象となる方
　令和２年４月１日現在で増毛町内に住所を有し、生計を同一

にする子どもが３名以上いる世帯で、第３子以降のお子さんが

入学・進学する保護者の方です。※ただし、町条例に規定する

特定滞納者及び生活保護受給者の方は対象外となります。

　町では、第３子以降のお子さんが小学校、中学校、高等学校

等へ入学・進学する保護者に「子育て支援金」を支給しております。
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増毛町介護従事者養成修学資金貸付金のご案内

　将来、増毛町内に所在する介護保険施設等の職員として介護業務に従事しようとする方に対

し、その修学に必要な資金を貸し付けることにより、介護従事者の養成及び確保を図り、もっ

て介護の提供体制の充実に資することを目的とします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　介護福祉士養成施設（大学・専門学校等）に在学中の方であって、将来、増毛町において介

護業務に従事しようとする方に対し、修学資金を貸付します。

　増毛町出身者以外の方でも貸付します。

　月額５万円以内とし、学校等の在学期間中貸付します。なお、貸付金は無利子とします。

　養成施設を卒業後、３ヶ月以内に増毛町内の介護保険施設等に

就職し、借受年数の２倍の期間を従事した場合は、貸付金の償還

を全額免除します。

　修学資金を辞退したときや養成施設を退学したときなどは、貸

付金の償還が必要となります。

増毛町立明和園（電話５３－１６０１）

１．貸付目的

２．貸付対象者

３．貸付上限額及び貸付期間等

４．貸付金の償還免除

５．貸付金の償還

問

増毛町介護従事者就業支援補助金のご案内

　介護従事者の就業の継続、定着を図ることを目的として、増毛町内の介護保険施設等に新た

に就職し、町外から転入し賃貸住宅に居住する方に住宅準備に係る費用を補助します。

　①新たに常勤職員として介護業務に従事する方（資格は問わない）

　②雇用開始日前３年間において、町内及び留萌市内の介護保険施設等に雇用されていない方

　③町税等の未納がない方

　④本町に住所を有する方（居住実態があること）

　⑤町内の介護保険施設に従事するため、町外から転入し、町内の賃貸住宅に居住する方

　※介護事業所の人事異動による転入は該当しません。

　家賃２ヶ月分、敷金及び礼金、転居費用にかかる実費相当額（２０万円上限）を３ヵ年に分

割して支給する。

増毛町立明和園（電話５３－１６０１）

１．補助目的

２．補助対象者（以下の要件を全て満たすこと）

３．補助金額等

問
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自
衛
官
と
し
て
の
経
験
が
な

く
て
も
予
備
自
衛
官
に
な
れ
る

予
備
自
衛
官
補
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
予
備
自
衛
官
補
は
、
一
般
公

募
で
採
用
さ
れ
た
方
は
３
年
以

内
に
　
日
間
、
技
能
公
募
で
採

５０

用
さ
れ
た
方
は
２
年
以
内
に
　１０

日
間
の
教
育
訓
練
を
受
け
、
教

育
訓
練
終
了
後
予
備
自
衛
官
に

な
り
ま
す
。

■
応
募
資
格

○
一
般
公
募

　
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
者

１８

３４

○
技
能
公
募

　
　
歳
以
上
で
あ
っ
て
左
記
の

１８
国
家
免
許
資
格
等
を
有
す
る
者

　
衛
生
・
語
学
・
整
備
・
情
報

処
理
・
通
信
・
電
気
・
建
設
・

放
射
線
管
理
（
細
部
は
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
）

■
応
募
締
切

　
第
１
回
　
４
月
　
日（
金
）

１０

　
第
２
回
　
９
月
　
日（
金
）

１１

■
試
験
期
日

　
第
１
回
　
４
月
　
日（
土
）～

１８

４
月
　
日（
水
）の
い
ず
れ
か
１

２２

日
を
指
定
さ
れ
ま
す
。

　
第
２
回
　
　
月
３
日（
土
）～

１０

　
月
６
日（
火
）の
い
ず
れ
か
１

１０日
を
指
定
さ
れ
ま
す
。

■
試
験
種
目

　
筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適

性
検
査
、
身
体
検
査

 
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部

留
萌
地
域
事
務
所
（
電
話
 ４

２
倆
４
６
５
０
）

■
採
用
予
定
人
員

　
男
性
Ａ
区
分
　
名
程
度

１２０

　
男
性
Ｂ
区
分
　
名
程
度

３５

　
女
性
Ａ
区
分
　
名
程
度

４０

　
女
性
Ｂ
区
分
　
名
程
度

１５

※
Ａ
区
分
は
大
学
等
を
卒
業
又

は
卒
業
見
込
み
の
方

※
Ｂ
区
分
は
Ａ
区
分
以
外
の
方

■
申
込
受
付
期
間

３
月
１
日（
日
）～
４
月
８
日

（
水
）

■
第
１
次
試
験
日

　
５
月
　
日（
土
）

１６

■
第
２
次
試
験
日

　
６
月
中
旬
～
７
月
上
旬

■
そ
の
他

　
警
察
官
に
は
多
く
の
任
務
が

あ
り
、
交
番
勤
務
や
刑
事
、
鑑

識
、
白
バ
イ
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪

捜
査
、
機
動
隊
、
音
楽
隊
な
ど
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
が
そ
の
役

割
を
果
た
す
力
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
北
海
道
警
察
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 
留
萌
警
察
署
（
電
話
 ４
２
倆

０
１
１
０
）
又
は
北
海
道
警

察
本
部
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ

ル
（
電
話
 ０
１
２
０
倆
８
６

０
倆
３
１
４
）

　
札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局

や
税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す

る
国
税
専
門
官
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
採
用
試
験
の
概
要
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

■
受
験
資
格

①
平
成
２
年
４
月
２
日
～
平
成

　
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

１１
②
平
成
　
年
４
月
２
日
以
降
生

１１

ま
れ
の
者
で
大
学
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
な
ど
別
に
定

め
る
者

■
申
込
受
付
期
間

　
申
込
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
　
日（
金
）～
４
月
８
日

２７

（
水
）［
受
信
有
効
］

【
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス
】

■
第
１
次
試
験

　
基
礎
能
力
試
験
、
専
門
試
験

（
多
肢
選
択
式
及
び
記
述
式
）

　
６
月
７
日（
日
）

■
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日

　
６
月
　
日（
火
）９
時

３０

■
第
２
次
試
験

　
人
物
試
験
及
び
身
体
検
査

　
７
月
８
日（
水
）～
７
月
　
日
１７

（
金
）の
う
ち
指
定
す
る
日

■
最
終
合
格
者
発
表
日

　
８
月
　
日（
火
）

１８

 
札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採

用
担
当
（
電
話
 ０
１
１
倆
２

３
１
倆
５
０
１
１
）

　
人
事
院
及
び
海
上
保
安
庁
は
、

海
上
保
安
学
校
の
令
和
２
年
　１０

月
期
学
生
採
用
試
験
を
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。

○
海
上
保
安
学
校
（
京
都
府
舞

鶴
市
）

■
受
験
資
格

①
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い

て
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育

学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
　
年
を
経
過

１３

し
て
い
な
い
者

②
令
和
２
年
９
月
ま
で
に
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
者

③
高
等
専
門
学
校
の
第
３
学
年

の
課
程
を
修
了
し
た
者
で

あ
っ
て
、
令
和
２
年
４
月
１

日
に
お
い
て
当
該
課
程
を
修

了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
　
年
を
経
過
し
て
い
な

１３

い
も
の
等
人
事
院
が
①
に
掲

げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
る
者

■
申
込
受
付
期
間

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

試

験

海
上
保
安
学
校

学
生
採
用
試
験
（
特
別
）

報のしら暮 情

国
税
専
門
官
採
用
試
験

令
和
２
年
度

予
備
自
衛
官
補
試
験

令
和
２
年
度
第
１
回

北
海
道
警
察
官
採
用
試
験

ｈ
ｔｔ
ｐ
：
//ｗ
ｗ
ｗ
．ｊｉ
ｎ
ｊｉ
－ｓ
ｈｉ

ｋ
ｅ
ｎ
．ｇ
ｏ
．ｊｐ
/ｊｕ
ｋ
ｅ
ｎ
．ｈｔ
ｍ
ｌ
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令
和
２
年
３
月
　
日（
金
）～

２７

　
４
月
３
日（
金
）［
受
信
有
効
］

○
郵
送
・
持
参

　
令
和
２
年
３
月
　
日（
金
）～

２７

　
３
月
　
日（
月
）［
消
印
有
効
］

３０

【
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス
】

■
試
験
区
分
・
種
目

○
船
舶
運
航
シ
ス
テ
ム
課
程

基
礎
能
力
試
験
（
多
肢
選
択

式
）、
作
文
試
験

■
試
験
日
及
び
試
験
地

○
第
１
次
試
験

　
５
月
　
日（
日
）

１０

○
試
験
地

　
札
幌
市
、
函
館
市
、
小
樽
市
、

　
旭
川
市
、
釧
路
市

 
第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
人

事
課
［
小
樽
市
］（
電
話
０
１

３
４
倆
２
７
倆
０
１
１
８
）

【
介
護
員
】

■
募
集
人
員

　
養
護
・
特
養
　
複
数
名

■
応
募
資
格

　
年
齢
　
歳
～
　
歳

１８

６５

※
無
資
格
可
、
介
護
福
祉
士
及

び
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修

了
以
上
の
方
歓
迎

■
勤
務
時
間

・
早
出
７
時
　
分
～
　
時
　
分

３０

１６

００

・
遅
出
９
時
　
分
～
　
時
　
分

３０

１８

００

・
夜
勤
　
時
　
分
～

１６

１５

　
　
　
　
　
　
翌
日
９
時
　
分
１５

※
勤
務
形
態

①
フ
ル
タ
イ
ム
職
員

　
３
交
替
制
の
勤
務

②
日
勤
職
員

　
日
勤
２
交
替
制
の
勤
務

③
パ
ー
ト
職
員

勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
を
調

整
し
た
勤
務
（
応
相
談
）

■
賃
金

①
フ
ル
タ
イ
ム
・
日
勤
職
員

○
資
格
な
し

　
月
額
１
３
６
埀７
０
０
円
以
上

○
有
資
格
者
（
初
任
者
研
修
）

　
月
額
１
４
１
埀８
０
０
円
以
上

○
有
資
格
者
（
介
護
福
祉
士
）

　
月
額
１
４
６
埀５
０
０
円
以
上

②
パ
ー
ト
職
員

・
時
給
　
　
 ９
２
０
円
～

・
日
給
　
７
埀
１
０
０
円
～

■
手
当
　

　
各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採

用
（
応
相
談
）

■
そ
の
他

　
４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
な

る
場
合
、
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
に
基
づ
い
た
勤
務
形
態
に

な
り
ま
す
。

■
申
込
方
法

左
記
ま
で
お
問
合
せ
願
い
ま

す
。（
郵
送
可
）

申
込
・
問
合
せ
先

　
増
毛
町
立
明
和
園

　（
電
話
 ５
３
倆
１
６
０
１
）

　
町
営
住
宅
に
空
き
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
左
記
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

■
住
宅
所
在
地

　
南
暑
寒
町
５
丁
目

■
団
地
名
・
募
集
戸
数

　
南
暑
寒
５
丁
目
団
地
　
５
戸

※
全
て
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

■
住
宅
料

　
１
３
埀９
０
０
円

　
～
２
６
埀８
０
０
円
程
度

※
年
間
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

■
資
格
要
件

①
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
収
入
基
準
を
超
え
て
い
な
い

こ
と（
所
得
が
月
額
１
５
８
埀

０
０
０
円
以
下
）

③
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

■
申
込
方
法

　
役
場
建
設
課
建
築
係
で
申
込

書
を
受
取
り
、
関
係
書
類
を
添

え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

　
役
場
建
設
課
・
建
築
係

　（
電
話
 ５
３
倆
１
１
１
５
）

町
立
明
和
園
臨
時
職
員

報のしら暮 情

募

集

町
営
住
宅
空
家
情
報

（
３
月
１
日
現
在
）

ｈ
ｔｔ
ｐ
：
//ｗ
ｗ
ｗ
．ｊｉ
ｎ
ｊｉ
－ｓ
ｈｉ

ｋ
ｅ
ｎ
．ｇ
ｏ
．ｊｐ
/ｊｕ
ｋ
ｅ
ｎ
．ｈｔ
ｍ
ｌ

　ごみ分別及びごみステーションへのごみ出しが困難な高齢者や障害者等

の世帯に対し、居住している自治会員の支援を受け、有償でごみ分別等を

行う事業で、ごみ分別等の負担軽減を図ります。

　対象者や利用申請方法などの詳細につきましては、役場町民課・町民環

境係までお問い合わせください。

ごみ分別等支援事業　ごみ分別・ごみ出し　困難な方のお手伝いします ！

 役場町民課・町民環境係（電話 ５３崖１１１２）
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教
育
委
員
会
で
は
、
４
月
か

ら
の
社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
学
生
な
ど
を
募
集

し
ま
す
。

◇
暑
寒
大
学
生

■
入
学
資
格

　
町
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
方

６５

■
学
習
内
容

　
月
１
～
２
回
程
度
の
学
習
日

が
あ
り
ま
す
。
講
演
・
実
技
講

座
・
研
修
旅
行
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
ク
ラ
ブ
活
動
や
学
生
自

治
会
活
動
で
は
交
流
会
や
奉
仕

活
動
を
行
い
ま
す
。

■
募
集
期
限

　
３
月
　
日（
金
）

２７

■
そ
の
他

　
市
街
地
以
外
の
学
生
の
た
め

に
、
登
下
校
時
に
バ
ス
を
運
行

い
た
し
ま
す
。

◇
さ
く
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
級
生

■
入
学
資
格

　
町
内
在
住
の
女
性
で
　
歳
ま

７０

で
の
方

■
学
習
内
容

　
月
１
回
の
学
習
日
で
講
演
や

料
理
教
室
の
ほ
か
研
修
旅
行
を

行
い
、
主
に
日
常
生
活
に
役
立

つ
こ
と
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

ま
た
、
学
生
に
よ
る
自
治
会
活

動
で
は
交
流
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
い
ま
す
。

■
募
集
期
限
　

　
３
月
　
日（
金
）

２７

申
込
・
問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会
地
域
学
習
課
・

社
会
教
育
係
（
電
話
 ５
３
倆

２
４
２
７
）

 

　
ス
キ
ー
場
の
３
月
の
営
業
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な

お
、
今
年
度
の
営
業
は
３
月
８

日（
日
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
３
月
の
営
業
時
間

・
月
～
金
曜
日

　
　
時
　
分
～
　
時
　
分

１３

００

２１

００

・
土
曜
日

　
　
時
　
分
～
　
時
　
分

１０

００

２１

００

・
日
曜
日

　
９
時
　
分
～
　
時
　
分

３０

１７

００

※
平
日
は
、
大
人
も
シ
ニ
ア
も

子
供
も
１
日
券
特
割
プ
ラ
ン

と
し
て
　
時
か
ら
　
時
ま
で

１３

２１

１
埀０
０
０
円
で
滑
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
第
１

リ
フ
ト
の
み
の
運
行
に
な
り

ま
す
。（
食
堂
の
営
業
は
　
時
１３

か
ら
　
時
ま
で
）

１８

※
土
曜
・
日
曜
は
従
来
通
り
の

営
業
で
す
。

 
暑
寒
別
岳
ス
キ
ー
場

　（
電
話
 ５
３
倆
３
０
０
２
）

　
白
布
使
用
料
を
令
和
２
年
４

月
１
日
か
ら
変
更
し
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
に
伴
い
ご
請
求
方
法

も
変
更
し
ま
す
。

　
使
用
料
は
次
の
と
お
り
で
す

が
、
別
途
シ
ミ
抜
き
代
が
発
生

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
ご
請
求
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
後

に
お
電
話
で
連
絡
し
ま
す
の
で
、

文
化
セ
ン
タ
ー
窓
口
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

■
使
用
料

【
小
】
３
３
０
円

【
中
】
５
５
０
円

【
大
】
７
７
０
円

 
教
育
委
員
会
地
域
学
習
課

　（
電
話
 ５
３
倆
２
４
２
７
）

報のしら暮 情

新着本案内   総合交流促進施設元陣屋（電話 ５３崖３５２２）

こんにちは、バイバイ サト シ ン 作
北村　裕花 絵

小川　糸 著

　若くして余命を告げられた主人公は、

残りの日々をホスピスで過ごすことに

決めた。そこでは日曜日に食べたいお

やつをリクエストできた。食べて、生

きて、人はこの世から旅立つ。

ライオンのおやつ

令
和
２
年
度
社
会
教
育

事
業
の
新
入
生
を
募
集

し
ま
す

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
花
園
町
１
丁
目

　
電
話
 ５
６
倆
１
６
７
８
）

西
原
腎
・
泌
尿
器
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

【
３
月
　
日
】

２２

日
曜
当
番
医
（
留
萌
市
）

お
知
ら
せ

暑
寒
別
岳
ス
キ
ー
場

《
３
月
の
お
知
ら
せ
》

文
化
セ
ン
タ
ー
の

白
布
使
用
料
に
つ
い
て

　主人公の男の子は、お母さんと散

歩に出かけた森で、いろいろな動物

に出会うたびに「こんにちは」「ば

いばい」と挨拶します。親子で声を

出して読みながら、挨拶の楽しさと

大切さが学べる絵本です
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令
和
２
年
度
の
水
質
検
査
は

次
の
と
お
り
実
施
を
計
画
し
て

お
り
ま
す
。

　
な
お
、
水
質
検
査
結
果
及
び

水
質
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
上

下
水
道
課
窓
口
に
て
備
え
付
け

て
閲
覧
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
施
設

　
増
毛
町
上
水
道
・
阿
分
簡
易

水
道
・
別
苅
簡
易
水
道
・
岩
老

簡
易
水
道
・
雄
冬
簡
易
水
道

■
検
査
項
目

〈
浄
　
水
〉

①
普
通
検
査
（
　
項
目
）

１１

全
施
設（
毎
月
実
施：

計
　
回
）

１２

②
消
毒
副
生
成
物
（
　
項
目
）

１２

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物（
１
項
目
）

全
施
設
（
４
月
、
７
月
、
　
月
、

１０

１
月
）

③
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
１
項
目
）

増
毛
町
上
水
道
・
別
苅
簡
易
水

道
（
　
月
）

１０

岩
老
簡
易
水
道
（
４
月
、
７
月
、

　
月
、
１
月
）

１０④
蒸
発
残
留
物
（
１
項
目
）
臭

気
物
質
カ
ビ
臭
（
２
項
目
）

全
施
設
（
　
月
）

１０

⑤
銅
管
腐
食
性
関
係（
５
項
目
）

増
毛
町
上
水
道
（
７
月
、
　
月
）

１０

⑥
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
等

（
２
項
目
）

岩
老
簡
易
水
道
（
　
月
）

１０

〈
原
　
水
〉

⑦
全
項
目
（
　
項
目
）

３９

増
毛
町
上
水
道
・
別
苅
簡
易
水

道
・
雄
冬
簡
易
水
道
・
岩
老
簡

易
水
道
（
　
月
）

１０

⑧
ク
リ
プ
ト
指
標
菌（
２
項
目
）

増
毛
町
上
水
道
・
別
苅
簡
易
水

道
（
　
月
）　

１０

雄
冬
簡
易
水
道
・
岩
老
簡
易
水

道
（
毎
月
実
施：

計
　
回
）

１２

⑨
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
等

（
２
項
目
）

増
毛
町
上
水
道
・
別
苅
簡
易
水

道
（
　
月
）

１０

雄
冬
簡
易
水
道
・
岩
老
簡
易
水

道
（
４
月
、
７
月
、　

月
、
１

１０

月
）

 
役
場
上
下
水
道
課
・
上
水
道

係
（
電
話
５
３
倆
１
１
５
２
）

報のしら暮 情
水
道
水
質
検
査
計
画
の

お
知
ら
せ

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり350万円以内
【金　　　利】年1．71％　固定金利
【ご返済期間】15年以内
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
　詳しくは、ホームページ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
　（0570－008656（ナビダイヤル）または 03－5321－8656）までお問合せください。

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊

　町内の前浜では、こんぶ、うに、あわび等の魚貝藻類が漁業協同組合の第１種共同漁業権に設定され
ています。海中はもとより海岸に打ち上げられた魚貝類や海藻を採捕（捕る・拾う）することは、漁業
権の侵害にあたり、検挙・摘発され重く罰せられる場合があります。　
【第１種共同漁業権に設定している主な魚貝藻類】
　こんぶ、うに、あわび、つぶ、たこ、ぎんなん草、わかめ、
のり、いがい　
【これらを不法に採捕（密漁）した場合】
　漁業法違反（漁業権を侵害した採捕20万円以下の罰金）な
どに処せられます。　
◆例年、増毛町内の海岸において違法に魚貝類や海藻を採捕
して、海上保安庁に摘発を受ける事例が多発しております
ので、ご注意ください。　
　増毛町内の各海岸・漁港に注意看板を設置しています。
　町民みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
　
【問合せ先】
　増毛漁業協同組合　　　　緯 ０164－53－1555
　増毛町役場農林水産課　　緯 ０164－53－1117

◎密漁防止にご理解ご協力をお願いします◎密漁防止にご理解ご協力をお願いします！！
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報局年金相談情

自動車税種別割の

　　　　　　をお忘れなく！更変所住
※令和元年10月から自動車税は、自動車税種別割に変更になりました。

自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税金です。

　多くの方が加入する国民年金には、事情により保険料の納付が困難な方に対し様々な制度が
設けられています。今回はその一部をご紹介します。

【問合せ先】　留萌年金事務所（電話 43－7211）

■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）
　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和２年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いし
ます。

■変更登録が間に合わないときは…
　札幌道税事務所自動車税部に御連絡いただくか、道税ホームページから自動車税種別割の住所変
更手続きをしてください。
　札幌道税事務所自動車税部（電話：011－746－1197 ）
　【 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ/ｓｍ/ｚｉｍ/ａｄｄｒｅｓｓ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ 】

　学生でない50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険
料の納付が猶予される制度となります。働いていない等の理由で生活に余裕がない場合に
保険料納付の猶予が認められます。申請は、過去２年まで遡って行うことができます。

●納付猶予制度

　学生の方の多くは所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合国民年金保険料の
納付が猶予される制度が設けられています。この制度は、本人の所得さえ一定額以下なら
世帯全体の所得は関係ありません。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本
分校に在学する方となり大抵の学校は対象となります。

●学生納付特例制度

～ 学生納付特例制度と納付猶予制度 ～
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